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料金設定 
 

区分 使用料 

（１）野外活動センター使用料 一般 100円 

満４歳以上の幼児、小学生及

び中学生 

50円 

（２）設備・備品・器具使用料 アーチハウス 1棟 24時間以内につき 1,000円 

常設テント 1張 24時間以内につき  200円 

テント 1張 24時間以内につき  100円 

調理器具 1式 24時間以内につき  100円 

シャワー室 1回 50円 

（備考） 

1 使用者の住所(法人その他の団体にあっては、その事務所の所在地。次項において同じ。)が市

外の場合の使用料は、この表の使用料の2倍に相当する額とする。 

2 使用者が60歳以上の者又は障がい者若しくは障がい児でその住所が市内の場合の使用料は、こ

の表の金額の2分の1に相当する額とする。 

  

3 前2項の場合において、市内に在学し、又は在勤する使用者は、市内に住所があるものとみなす。 

4 「調理器具1式」とは、飯ごう2、コッフェル1、なべ1、まな板1、包丁1、バケツ1、かご1、た

わし2、しゃくし1、しゃもじ1及び食器4人分をいう。 

 


